
年

99 年 99 月 99

イ ロ (1) 99 年 99 月 99 日 治ゆ 死亡 中止

ハ ニ (2) 99 年 99 月 99 日

病 (3) 年 月 日

日

⑪ 回

× 回 公害に関する治療のみご請求ください。

× 回 後期高齢者医療の点数は適用していません。

再 × 回 医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算は

× 回

× 回

⑬ 回

回

回

回

在 回

回

宅

薬剤

調剤 × 回
22 薬剤

薬剤

調剤 × 回
25 × 回

薬 26 回
27

30 31 回

注 32 回
33 回
34

回

回

回

回

回

① 点 ② 点

ご請求先

〒710-8565

岡山県倉敷市西中新田６４０番地

倉敷市役所　医療給付課

電話　（０８６）４２６－３３９８

公害診療報酬明細書（入院外） 令和 ○ ○ 月分

公害医療手帳の記号番号 倉敷－ ９９９９

氏
くらしき　たろう 倉敷市西中新田６４０番地

倉　敷　太　郎
公害医療機関の 医療法人　○○会

名
所在地及び名称 △△診療所

男・女 明･大･昭･平 日生 086-426-3398

 ぜん息性気管支炎  肺気しゅ

４

帰

疾
(1)  慢性気管支炎  気管支ぜん息 診

療

開

始

日

転
診

療

実

日

数
(1点15円)点 (1点10円)点

初　　　診 時間外･休日･深夜

(2) 気管支ぜん息

名
(3)

⑫
再　　　診

外来管理加算

時　間　外

診
休　　　日 公害の方では算定することができません。

深　　　夜

公 害 相 談 ２ 56
医管

学理

公害外来療養指導 510
そ　の　他

⑭
往　　　診

夜　　　間

在宅患者訪問診療

そ　の　他

深夜・緊急

薬　　　剤

⑳ 21 内服
単位

投
頓服 単位

23 外用
単位

処方

麻毒

調基

皮下筋肉内

静　脈　内

射
そ　の　他

薬　　　剤
40

処

置 薬　　　剤
50

手麻

術酔 薬　　　剤
60

検病

査理

80

その

他

処 方　せ ん

薬　　　剤
70

画診

像断

150

薬　　　剤

フィルム等 34

注意　※印の欄は、記入しないこと。

⑤ 　 ③ ＋ ④ 8250
円

※　決　　　　定
円

小　　　　計
150 600

合　　　計

③ 15円 × ① 2250
円

③ 10円 × ② 6000
円

診療の行われた年月

当該請求に係る診療の対象とした
認定疾病の続発症名を全て記載

公害外来療養指導料〔510点〕

(1)指定疾病に関する計画的な医学管理を継続して行い
かつ、栄養、安静、運動、日常生活その他療養上
必要な指示又は指導（温泉療法若しくは気候療法の
指示又は喀痰排出訓練指導療法、ぜん息体操療法
若しくは呼吸訓練療法の指導を含む）を行った場合
に510点を算定する。

(2)初診料を算定した初診の日から起算して、１ヶ月を
経過した日以降に算定する。

(3)退院した患者については、退院した日から起算して
１ヶ月を経過した日以降に算定する。

(4)同一月内に２回以上の指示又は指導を行っても、
月に１回しか算定できない。

(5)入院中の患者については、算定できない。
(6)以下のものと同時に算定できない。
・医科点数表の区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料
・医科点数表の区分番号B001に掲げる特定疾患治療管理料の
4．小児特定疾患カウンセリング料
・医科点数表の区分番号B001に掲げる特定疾患治療管理料の
5．小児科療養指導料

・医科点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料

・医科点数表の第2章第2部第2節在宅療養指導管理料

公害疾患相談料〔28点〕

(1)再診時に、被認定者からの相談に応じて、適切な
療養上の指示を与えた場合に、28点を算定する。

(2)初診料を算定する初診の日については、算定できない。

(3)入院中の患者については、算定できない。
(4)月２回を限度として算定する。

薬剤料、特定保険医療材料料（※フィルム代）及び
放射線粒子、酸素その他の材料の費用は１点10円欄に
算定してください。


